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官報電子化の基本的方針（案） 

【官報による法令等の公布及び電子官報の発行に関する基本的事項】 

 

 

 5 
前提：官報の発行主体について 

 

官報に関する主任の大臣は内閣総理大臣であり、官報の編集及び発行を含め、官報

に関する事務を所掌する機関（以下「官報発行機関」という。）は内閣府である。この

ことは、現行の内閣府設置法に規定されている。 10 

 

 

 

  

（参考）内閣府設置法（平成 11年法律第 89号） 

第四条第三項 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、

次に掲げる事務をつかさどる。 

三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 
 

（注）「官報…の印刷に関すること」ではなく、「官報に関すること」と読む。 

 

資料１ 
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第１ 官報による法令等の公布に関する基本的事項 

 

  官報は、国の法令や公示事項を登載し周知させるための国の機関紙であり、法令

等の公布の手段としての機能を有している。 

  このため、官報の発行においては、一般国民が官報を閲覧し、又は購入し得る仕5 
組みが構築されてきている。 

  これらに関する次の事項については、後述のとおり、慣行として確立していると

考えられ、官報の電子化においても前提とする。 

 

ア 法令の公布が施行の前提要件となること。 
  

イ 公布の手段として、特定の形式的行為（官報への登載）により法令周知の擬

制が行われること。 
  

ウ 一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る最初の時点において、当該官報に

掲載された法令が公布されたものとすること。 
 

エ 一定の法形式の法文その他の公文が、公布の対象となること。 

 10 
 

１ 法令の公布が施行の前提要件となることについて（上記ア） 
 

法令の公布とは、成立した法令を公表して国民に知らせる行為をいう。 

法令の公布が行われることは、その施行の前提要件となっている。このことは慣行15 
上確立しており、判例においても確認されている。 

特に、公布日から法令が施行することを定めた場合には、公布の時点をもって、当

該法令が適用されることとなる。 

 

  20 

（参考）昭和 32年 12月 28日最高裁判所大法廷判決要旨 

「成文の法令が一般的に国民に対し現実にその拘束力を発動する（施行せられる）ため

には、その法令の内容が一般国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件とせられ

るのであつて、このことは、近代民主国家における法治主義の要請からいつて、まさにか

くあるべきことといわなければならない。」 

「わが国においては、明治初年以来、法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方

法として法令公布の制度を採用し、これを法令施行の前提要件として来たことは、明治初

年以来の法制を通じ窺えるところであり、現行制度の下においても同様の立前を採用し

ていることは、日本国憲法七条一号が法律、政令等の公布について規定を置いているとこ

ろから知ることができ」る。 
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２ 官報が公布の手段となることについて（上記イ） 
 

我が国の法令の公布においては、法令の内容が国民各層に広く実際に周知される

ことを要件とする考え方（いわゆる実質的公布）をとるのではなく、特定の形式的行

為により法令周知の擬制を行う考え方（いわゆる形式的公布）がとられてきている5 
（第１回会議資料「公布制度の考え方」（大石眞京都大学名誉教授 講演資料）参照）。 

この考え方に基づき、国の法令その他の公文の公布は、国が発行する官報をもって

行われている。このことは慣行として確立しており、これを前提として、一部の法令

の公布については官報をもって行うことが明文で規定されている。 

また、現行の国の機関紙である官報の発行に際して、一般国民が官報を閲覧し、又10 
は入手し得る仕組みが構築されており（後記５参照）、引き続き、今般の官報の電子

化においてもそうした仕組みが構築される必要がある。 

 

（補足）国の法令その他の公文の公布は、官報をもって行うことについて 

旧憲法下における公式令では、公布の対象となる公文が列挙されるとともに、当該公文の

公布を官報をもって行うことが規定されていた。 

日本国憲法の施行に伴い公式令は廃止されたが、公式令廃止後の公文の方式等に関する件

（昭和 22年次官会議了解）により、現在においても、事実上かつての公式令に沿った形で、

公文の公布を官報をもって行うことが慣行として確立している。 

また、最高裁判所規則、会計検査院規則及び人事院規則については、個別の法令において

官報をもって公布することが明文で規定されている。 

 
（参考）公式令（明治 40年勅令第６号）【廃止】 

第十二条 前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス 
   

（参考）公式令廃止後の公文の方式等に関する件（昭和 22年５月１日次官会議了解） 

五 法令その他公文の公布は、従前の通り官報を以てすること。 
 

（参考）裁判所公文方式規則（昭和 22年最高裁判所規則第１号） 

第二條 最高裁判所規則の公布は、官報を以てこれをする。 
 

（参考）会計検査院規則の公布に関する規則（昭和 22年会計検査院規則第１号） 

第二条 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。 
 

（参考）国家公務員法（昭和 22年法律第 120号） 

第十六条第二項 人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。 

 

  15 
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３ 公布の時点について（上記ウ） 
 

かつては地域ごとに法令の施行時期が異なるとの考え方（いわゆる異時施行制）が

とられたこともあったが、公式令（明治 40 年勅令第６号）の制定以降、国内におけ

る法令の施行時期を一律同時とする考え方（いわゆる同時施行制）がとられている5 
（前記「公布制度の考え方」参照）。 

その上で、現在、官報を一般国民が閲覧し、又は入手し得る仕組みを構築すること

を前提とした上で、官報に掲載された法令の公布の時点としては、国民がいずれかの

方法により当該官報を閲覧し、又は入手し得る状態になった最初の時点であるとさ

れており、このことは判例においても確認されている。 10 
 

（参考）いわゆる異時施行制の考え方がとられた公文式 

○公文式（明治 19年勅令第１号）【明治 40年の公式令によって廃止】 

第 10 条 凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ、官報各府県庁到達日数ノ後七日ヲ以テ施行ノ

期限トナス、但官報到達日数ハ明治十六年五月二十六日第十四号布達ニ依ル 

 

○明治十六年布達第十四号【廃止】 

 今般第十七号ヲ以テ布告布達施行期限ヲ改定シタルニ付到達日数左ノ通之ヲ定ム 

    到達日数 

   京都府      四日 

   大阪府      四日 

   （略） 

   鹿児島県     十二日 

（略） 

 

（参考）昭和 33年 10 月 15日最高裁判所大法廷判決要旨 

  公布日施行の法律の施行の時点すなわち公布の時点が論点となった昭和 33 年 10 月 15

日最高裁判所大法廷判決においては、「印刷局から発送された（略）官報が全国の各官報

販売所に到達する時点、販売所から直接に又は取次店を経て間接に購読予約者に配送され

る時点及び官報販売所又は印刷局官報課で、一般の希望者に官報を閲覧せしめ又は一部売

する時点はそれぞれ異つていたが、当時一般の希望者が右官報を閲覧し又は購入しようと

すればそれをなし得た最初の場所は、印刷局官報課又は東京都官報販売所であり、その最

初の時点は、右二ケ所とも同日午前八時三〇分であつたこと」を認定した上で、「以上の

事実関係の下においては、本件改正法律は、おそくとも、同日午前八時三〇分までには、

前記大法廷判決にいわゆる「一般国民の知り得べき状態に置かれ」たもの、すなわち公布

されたものと解すべきである」と判示している。 

 

（参考）公布日施行の政令の施行時点に関する政府の国会答弁（第 87 回国会 衆・内閣委

員会（昭和 54年 4 月 10日））（国会会議録検索システムに掲載の会議録を引用） 

○村田委員 やはり法律問答でございますが、即時に改元を行うとした場合に一体新元号は 

いつから効力を持ち得るかという問題なんですね。恐らぐ政令によって定められるのです

から、施行の時期というのは政令で定められることになるのでしょう。これは政令の公布

された時点だ。その政令の公布時点というのは、「その法令を掲載した官報が印刷局から

全国の各官報販売所に発送をされてこれを一般希望者がいずれかの官報販売所または印

刷局官報課において閲覧し、または購読しようとすればそれをなし得た最初の時点」とい

う最高裁の判例があるようですが、そういうことなんですか。  
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○真田内閣法制局長官 この法案が成立しました暁におきましては、この条文のとおり政令

で新しい元号が定められます。したがいまして、いつからその新元号が効力を持つことに

なるかということは、当該政令で決めることに相なります。で、仮にその政令で何月何日

というふうに書けば、当該定められた日が新元号の施行の効力を持つ日になりますし、公

布の日から定めるということであれば、ただいまおっしゃいましたような最高裁判所の判

例の趣旨に従って、官報が官報販売所なり印刷局の当該場所に掲載されて国民が見ようと

思えば見れるという状態に初めてなった時点、その時点に公布の効力が出る、そういうふ

うに考えております。 
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４ 公布の対象について（上記エ） 
 

公布の対象となっている法令その他の公文は、具体的には次のとおりである。 

⑴  日本国憲法第７条第１号に規定する憲法改正、法律、政令及び条約 

⑵  天皇の国事行為に係る詔書 5 
⑶  個別の法令において官報をもって公布することが明文で規定されている最高

裁判所規則、会計検査院規則及び人事院規則 

⑷  内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、復興庁令、省令、外局の規則及び庁令 

 

（補足１）公布の対象となる法令その他の公文（天皇の国事行為に関するもの） 

日本国憲法第７条第１号では、憲法改正、法律、政令及び条約が、天皇による公布の対象

として規定されている。 

また、同条第２号から第４号までに規定する、国会の召集、衆議院の解散並びに衆議院議

員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行の公示は、いずれも詔書（「国の機関としての

天皇の意思表示に係る公文書で一般に公示されるもの」（学陽書房『法令用語辞典第 10 次

改訂版』））によって行われる例であり、当該詔書は公布される例である（なお、国会の召

集詔書は、国会法第１条で公布することが規定されている。）。 

 

（参考）日本国憲法 

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 

二 国会を召集すること。 

三 衆議院を解散すること。 

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 

五～十 （略） 
 

（参考）国会法（昭和 22 年法律第 79号） 

第一条第一項 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。 

 10 
（補足２）行政機関が定める命令が公布の対象となることについて 

旧憲法下における公式令では、閣令及び省令について、官報をもって公布することが規定

されていた（公式令第 10条及び第 12条）。 

これらと同様に、現在は、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、復興庁令、省令、外局

の規則及び庁令（以下「省令等」という。）について、事実上かつての公式令に沿った形で、

官報をもって公布することが慣行として確立している。 

一方、例えば、省令等と異なる形式である「告示」については、一般に、公布の対象では

ないものとされている。この点、行政手続法第 43条第１項においても、「公布」と「公にす

る行為」を規定上明確に区別しており、さらに、当該規定の解釈として、告示は、「公布」

の対象ではなく、「公にする行為」の対象として整理されている（『逐条解説行政手続法』

総務省行政管理局）。 

 

（参考）公式令（明治 40 年勅令第６号）【廃止】 

第十条  閣令ニハ内閣総理大臣年月日ヲ記入シ之ニ署名ス 

省令ニハ各省大臣年月日ヲ記入シ之ニ署名ス 

宮内省令ニハ宮內大臣年月日ヲ記入シ之ニ署名ス 

第十二条 前数条ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス 
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（参考）行政手続法（平成５年法律第 88号） 

第四十三条第一項 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、

当該命令等の公布（公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。）

と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。 

 一～四 （略） 

（注）「命令等」の定義として、行政手続法第２条第８号では、「法律に基づく命令（処分

の要件を定める告示を含む。）」又は地方公共団体の「規則」、「審査基準」、「処分

基準」、及び「行政指導指針」を総称して「命令等」と定義している。 

 

（参考）『逐条解説行政手続法』平成 27年４月総務省行政管理局 

＜第 43条第１項の解説の関係部分を抜粋（下線追記）＞ 

⑵「当該命令等の公布（公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。）」 

「命令等」には、法律上、公布することとされている政令、府省令、行政委員会等の規

則のほか、公布という手段をとらない告示や通達（第二条第八号に該当するものに限る。）

なども含まれるところ、これらの公布という手段をとらない命令等については、その内容

についての最終的意思決定の後、これらを公にする行為をもって、公布と同じ取扱いとす

ることとし、このような「公にする行為」も本条にいう「公布」に含まれることを括弧書

きにおいて明らかにしているものである（略）。 
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５ 官報を一般国民が閲覧し、又は入手し得る仕組みについて 
 

官報が公布の手段となることの前提として、官報発行機関又は官報発行機関から

委託を受けた機関（以下「官報発行機関等」という。）は、一般国民が官報を閲覧

し、又は入手し得る仕組みを構築している。 5 
まず、一般国民が官報を閲覧し得るための措置として、①官報発行機関等の施設

（現在：国立印刷局本局（東京都港区））及び東京都官報販売所（東京都千代田区）

において、当日の官報（注１）の表紙を掲示するとともに、冊子全体を閲覧するこ

とができる状態に置く措置（以下「掲示等の措置」という。）をとっている。 

また、一般国民が官報を入手し得るための措置として、希望者が官報の購入の申10 
込みをした場合に、有料でこれを提供するための措置をとっている。 

具体的には、官報販売所を通じて、②「定期購読」の申込みをした者に対して官

報の配達を行うとともに、③官報販売所に赴いた者に対して一部毎に販売（「部売

り」）を行っている。なお、官報販売所については、官報発行機関等が、全国各地

の書店等を公募の上、選定して官報の販売等を委託しており、各都道府県内に官報15 
販売所が置かれている（計 48か所。なお、愛知県のみ２か所）。 

さらに、官報は、国立国会図書館法の規定に基づき、逐次刊行物として国立国会

図書館に納められており、④国立国会図書館において、創刊以来の過去の全ての官

報を閲覧することができる状態に置いている。 

それぞれの手段によって、国民が官報を閲覧し、又は入手し得る時間帯や過去の20 
官報の閲覧対象となる期間を整理すると、次のとおりである。 

   

 ①国立印刷局本局 

における掲示等 
②配達 

③官報販売所 

における販売 

④国立国会図書館 

における利用 

閲覧に供す

る開始時刻

（本紙等） 

午前８時 30 分 

発行日当日 
（午前８時 30分以降） 

～翌日 

発行日当日 

の開店時刻 
（午前８時 30 分以降、

概ね午前中） 

発行日翌日 

 （土曜日を除く。） 

閲覧に供す

る開始時刻 

（特別号外） 

内閣府の指定時刻 

（例：午後５時） 

発行日翌々日～

発行日３日後 

発行日翌々日 

の開店時刻 
発行日３日後 

（土曜日を除く。） 

閲覧可能な

官報 
当日分のみ（注２） 

 各販売所の運用

（２か月～２年） 

過去全ての官報が

閲覧可能 

閲覧可能な

時間帯 

休日を含む毎日 

かつ 24 時間 

 

 
開店時間 開館時間 

 

 （注１、注２）当日の本紙等について掲示等の措置を実施する時（午前８時 30 分）に、その時

点まで掲示等の措置がとられていた官報は掲示板等から撤去される。なお、休日・祝日は、25 
その直前の平日に発行された官報が掲示され続ける。 

 

 

 

 30 
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（補足１）官報販売所について 

 官報販売所については、明治 32 年閣令第２号により印刷局（当時）の必要と認める地方

に限り官報販売所を設置することができる旨が規定され、大正 10 年に全国の各道府県に官

報販売所が設置された。 

 その後、名称等の変更を経た上で、官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令（昭和

24年総理府・大蔵省令第１号）において、印刷局長官（当時）は、「官報、法令全書その他

の刊行物の普及を計るため、官報販賣所を指定して、普及業務を依託することができる」と

規定され、平成 15年４月の国立印刷局の設置までこの規定に基づく運用がなされた。 

 国立印刷局の設置に伴い当該規定は削除されたものの、現在も同様の運用となっており、

国立印刷局は、必要に応じて適時官報販売所の公募を行い、応募があった書店等と１年間の

契約（単年度更新）をしている。 

 現在、全国計 48 か所に置かれている官報販売所は、主に、官報の販売及び配達並びに官

報公告・広告の掲載の取次に係る業務について、国立印刷局から委託を受けて行っている。 

 なお、官報の販売について、定期購読（配達）ではない「部売り」については、原則事前

申込み（発行日の５営業日前まで）となっている。 

 

（参考）明治三十二年閣令第二号【廃止】 

第一条 印刷局ハ其ノ必要ト認ムル地方ニ限リ官報販賣所ノ設立ヲ許可スルコトヲ得 

 

（参考）官報、法令全書、職員録等の発行に関する命令（昭和二十四年総理府・大蔵省令第

一号）【平成 15 年３月 31 日時点（国立印刷局設置以前）】 

第九条 印刷局長は、官報、法令全書その他の刊行物の普及を計るため、官報販売所を指定

して、普及業務を依託することができる。 

 

（参考）官報の料金（税込）及び販売実績 

○「定期購読」 1,641円／月（配送料は別途 2,200円／月） 

○「部売り」 (１部 32頁毎) 143円 

○ 令和４年度販売実績（１日当たり）：「定期購読」約 5,450 部、「部売り」約 33部 

 

（補足２）国立国会図書館への納入について 

 官報が発行されたときは、内閣府は、国立国会図書館法第 24 条の規定に基づき、国立印

刷局を通じて直ちに国立国会図書館に官報を納入しており、これにより、国立国会図書館本

館（東京都千代田区）では、当該施設に赴いた利用者に対し、創刊以来の全ての官報（注）

を閲覧に供している。 

 

（注）国立国会図書館がデジタル資料を HP で公開している「国立国会図書館デジタルコレ

クション」（https://dl.ndl.go.jp/）では、明治 16 年７月２日（官報創刊日）から昭和

27年４月 30 日までの官報について、画像化した状態で一般の閲覧に供している。 

 

 なお、国立国会図書館法においては、同法第 25条の３で規定する「インターネット資料」

についても、国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することがで

きること等が規定されている。 

 

（参考）国立国会図書館法（昭和二十三年法律第五号） 

第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版

物（機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。）が発行され

たときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供す

https://dl.ndl.go.jp/
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るために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入

しなければならない。 

 

一 図書 

二 小冊子 

三 逐次刊行物 

四 楽譜 

五 地図 

六 映画フィルム 

七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画 

八 蓄音機用レコード 

九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法に

より文字、映像、音又はプログラムを記録した物 

②・③ （略） 

 

第二十五条の三 館長は、公用に供するため、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者

が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に

利用可能とされたインターネット資料（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつ

ては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつ

て、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたものをいう。以下同じ。）を国立国

会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。 

② 第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自ら

がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネ

ット資料（その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、前項の目的の達成に支

障がないと認められるものとして館長の定めるものを除く。次項において同じ。）につい

て、館長の定めるところにより、館長が前項の記録を適切に行うために必要な手段を講じ

なければならない。 

③ 館長は、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能

とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされた

インターネット資料のうち、第一項の目的を達成するため特に必要があるものとして館長

が定めるものに該当するものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができ

る。この場合において、当該者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなけれ

ばならない。 
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第２ 電子官報の発行に係る基本的事項 

 

１ 官報の発行をインターネットを利用した方法により行うことについて 

 

  （インターネットの利用実態について） 5 
 デジタル社会形成基本法の「全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社

会の実現」との基本理念を踏まえ、令和４年法律第 70 号による電気通信事業法の

改正では、情報通信インフラの提供確保のため、一定のブロードバンドサービスが

基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス）に位置付けられた。 

現状のインフラ整備に関しては、総務省「令和３年度末ブロードバンド基盤整備10 
率調査」によれば、全国の光ファイバ整備率（世帯カバー率）は 99.72％（令和４

年３月末）である。また、総務省「携帯電話を利用できない不感地域の状況につい

て（令和３年度末現在）」によれば、携帯電話のサービスエリアの居住人口の割合

（人口カバー率）は 99.99％である。なお、光ファイバ（FTTH）、携帯電話が使用

できない地域であっても、その他の通信回線が使用できる場合がある。 15 
また、インターネットなどに接続するための端末について、『令和４年版情報通

信白書』によれば、2021年の情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」

で 97.3％である（なお、内数として「スマートフォン」は 88.6％、パソコンは 69.8％）。 

 さらに、過去１年間の実際のインターネットの利用の有無に関して、総務省「通

信利用動向調査」によれば、2021 年のインターネット利用率（個人でインターネ20 
ットを利用した者の割合）は 82.9％となっている。 

 このように、現在では大多数の国民がインターネットを利用することができる

環境（ネットワークへの接続及び機器の所有）にあるとともに、多数の国民がイン

ターネットを利用している実態にあり、インターネットの利用は広く国民に浸透し

ているといえる。 25 
 ただし、国民の全てがインターネットを利用することができるわけではないた

め、インターネットに通じない者（デジタル機器・サービスに不慣れな者等）又は

インターネットを利用することのできる環境にない者（以下「インターネットを利

用することができない者」という。）への配慮にも留意する必要がある。 

 これらの点について、デジタル社会形成基本法では、全ての国民がインターネッ30 
トなどを利用できるような社会の実現を旨として、デジタル社会の形成を行うこと

とされている。他方、同法の附帯決議においては、「従来の機能を求める国民のニ

ーズに十分配慮すること」とされており、当面、インターネットを利用できない者

への対応を含め、こうした配慮が求められるものと考えられる。 

 35 
（参考）デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35号） 

（全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現） 

第三条 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主

体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル

社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可

能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨と
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して、行われなければならない。 

 

（利用の機会等の格差の是正） 

第八条 デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状

態、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技

術を用いた情報の活用に係る機会又は必要な能力における格差が、デジタル社会の円滑か

つ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに鑑み、その是正が着実に図られなけ

ればならない。 

 

【衆議院における附帯決議】 

６ デジタル化の推進に当たっては、年齢や障がい、経済的状況、地理的条件等にかかわら

ず誰もが不自由なく行政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずる

とともに、地方公共団体等の窓口における対面業務、電話対応等、従来の機能を求める国

民のニーズに十分配慮すること。また、これらの条件にかかわらず誰もが不自由なく事業

者のサービスを利用できるようにするため、事業者の責務として自ら必要な取組を行うよ

う促すこと。 

 

【参議院における附帯決議】 

６ デジタル化の推進に当たっては、年齢や障がい、経済的状況、地理的条件等にかかわらず

誰もが不自由なく行政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずると

ともに、地方公共団体等の窓口における対面業務、電話対応等、従来の機能を求める国民

のニーズに十分配慮すること。また、これらの条件にかかわらず誰もが不自由なく事業者

のサービスを利用できるようにするため、事業者の責務として自ら必要な取組を行うよう

促すこと。 

 

（参考）電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）【令和４年法律第 70号による改正後（未

施行）】 

（基礎的電気通信役務の提供） 

第七条 基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供

が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業

者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。 

一 電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの（以下「第一号基礎的電気通

信役務」という。） 

二 高速度データ伝送電気通信役務（その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送

路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を

高速度で送信し、及び受信することが可能なもの（専らインターネットへの接続を可能

とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定め

るものを除く。）を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第

一項において同じ。）であつて総務省令で定めるもの（以下「第二号基礎的電気通信役

務」という。） 

 

  （インターネットを利用した方法による刊行物の発行について） 

 インターネット等の情報通信手段の発達により、ネットワークを介した情報流

通の形態が主要な方法となってきている中、従来は紙を媒体とした複製物により発5 
行されてきた国の公報について、インターネットを利用した方法による発行を可能

とする立法措置がとられた先例（特許公報等）もある。 

 先例においては、インターネットを利用していわゆる原本ファイルを公衆に送

信可能な状態とすることが、従来の紙媒体の複製物を配架した状態に置くことによ
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って行われてきた発行と同じく、入手希望者が一定の行動により入手可能となる状

態といえるものと整理されている。 

 

  （インターネットを利用した方法による官報の発行について） 

 上述のとおりインターネットが広く国民に浸透している実態を踏まえ、一般国5 
民が官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置くための措置として、現状の紙の印刷

物である官報の発行における、①特定の場所における掲示等の措置、②全国の希望

者に対する配達、及び③官報販売所における販売に代えて、下記２のとおり、官報

の発行をインターネットを利用した方法で行うこととしてはどうか。 

現状の上記①～③の措置をインターネットを利用した方法と比較した場合、ま10 
ず、①又は③の措置については、官報を閲覧し、又は購入するために特定の場所に

赴く必要があり、例えば、物理的な移動に制約がある離島等において実質的な利用

可能性が低い側面があり、また、上記②については利用者が費用（購読料及び送料）

を負担する必要があり、かつ、官報が届くまでに日数を要する。他方、官報の発行

をインターネットを利用した方法で行うことにより、国民はウェブサイト等を通じ15 
て、官報が発行された時点から、国内外場所を問わず、無料で官報を閲覧し、又は

入手することが可能となる。このため、現状の上記①～③の措置と少なくとも同等

以上の周知性を確保した上で、官報の入手や記録されたデータの利用に係る利便性

を大幅に向上させることができると考えられる。 

また、現状の、④国立国会図書館への納本について、引き続き、適切な措置をと20 
る（官報の保存の在り方として、次回以降の会議で議論を行う）とともに、下記３

のとおり、インターネットを利用することができない者への配慮として、その他必

要な措置をとることとしてはどうか。 
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２ インターネットを利用した方法による官報の発行について 
 

  （官報の作成について） 

官報の作成は、官報に掲載すべき事項（以下「官報掲載事項」）を記録した電

磁的記録（校了データ）を、官報発行機関等の使用に係る電子計算機（コンピュ5 
ータ）に備えられたファイル（以下「原本ファイル」という。）に記録すること

により行う。 
 

（参考）電子データをファイルに記録することにより特定している先例 

○民事訴訟法（平成８年法律第 109号）【令和４年法律第 48号による改正後（未施行）】 

（電子判決書） 

第二百五十二条 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記録した電磁的記録（以下「電子判決書」という。）を作成しな

ければならない。 

一～六 （略） 

２ （略） 

（言渡しの方式） 

第二百五十三条 判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づい

てする。 

２ 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めると

ころにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。 

（電子判決書等の送達） 

第二百五十五条 電子判決書（第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたも

のに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十

八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。）又は前条第二項の規定により

当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書（略）は、当

事者に送達しなければならない。 

２ （略） 

 

  （インターネットを利用した方法による情報の送信について） 10 
官報の発行は、官報に記録された情報を、原本ファイルに記録された情報の提

供を受けようとする者の求めに応じて、その使用に係る電子計算機（コンピュー

タ）に、官報発行機関等の使用に係る電子計算機（コンピュータ）から、インタ

ーネットに接続された自動公衆送信装置を使用して送信し得る状態となった時に

行われたものとする。 15 
官報の発行において利用する Webサイト（URL）、官報の作成主体を明示すると

ともにその情報に改変が行われていないことを確認することができる措置、その

他の官報の発行に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定めるものとする。なお、

これらの事項に関する具体的な技術や官報のデータ形式等については、将来の技

術革新にも対応できるように、法律上、技術中立化（特定の技術を法律上規定す20 
るのではなく、他の技術によって代替が可能である旨を明確化）することとする

（後記第５の１も参照）。 

※ 「送信し得る状態となった時」とは、具体的には、送信用サーバーにアップロードされた

時点をいう。インターネットを利用した方法により公報の発行を行う先例（特許公報等）

においても、当該時点において公衆が公報を入手しようと思えばそれが可能となる状態と25 
なるため、当該時点をもって「発行」が行われたものとしている。 
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（参考）インターネットを利用した方法により公報の発行を行う先例（※特許公報等） 
 

○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成２年法律第 30号） 

第十三条 （略） 

２ 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電

子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。 

３ 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報

の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に

係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。 
 

○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商産業省令第 41号） 

第三十五条 （略） 

２ 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して

送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネット

に接続された自動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、

その記録媒体のうち自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆か

らの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除

く。以下この項において同じ。）の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力され

る情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十九条の五第二項において同

じ。）を使用するものとする。 
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３ インターネットを利用することができない者への配慮のための措置について 
 
官報の発行をインターネットを利用した方法で行った場合、現状、インターネ

ットを利用することができない者に配慮する必要がある中、一般国民が官報を閲

覧し、又は入手し得る状態に置くための措置として、次の⑴、⑵及び⑶の措置を5 
とるものとする。 

 

⑴ 特定の場所において官報の内容を閲覧することができる状態に置く措置 
 
現在の掲示等の措置と同様に、特定の場所に赴けば官報の内容を閲覧するこ10 

とができる状態を確保するため、内閣総理大臣が定める場所（以下「閲覧場所」

という。）において、次に掲げる措置のいずれかを行うものとする。 

    

○ 官報に記録された情報を、閲覧場所に設置した電子計算機（コンピュータ）

（以下「閲覧用端末」という。）に備えられたファイルに記録し、閲覧用端

末の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置（以下

「官報情報を閲覧用端末の映像面に表示する措置」という。） 

 

○  官報に記録された事項を記載した書面（以下「官報記録事項記載書面」

という。）を閲覧場所に掲示し、閲覧することができる状態に置く措置（以

下「官報記録事項記載書面の掲示等の措置」という。） 

 

上記の閲覧場所における措置のいずれも、官報の発行が行われた時から直ち15 
に、次に官報（特別号外を除く。）の発行が行われるまでの間、継続して行う

ものとする。これにより、インターネットを利用することができない者は、閲

覧場所に赴くことにより官報の内容を閲覧することができると考えられる。 

 

⑵ 官報記録事項記載書面を送付する措置 20 
 
インターネットを利用することができない者であって、上記の閲覧場所に赴

くことが事実上困難である者（居住地が閲覧場所から離れている者等）がいる

ことが想定されるが、この場合、従前は紙の印刷物である官報の配達によって

官報を入手することができたことから、当該配達と同等の措置をとる必要があ25 
ると考えられる。 

このため、官報の発行が行われた後において、官報発行機関等は、書面（紙

媒体）により官報に係る情報の提供を受けようとする者の求めに応じて、一定

の手数料を徴収した上で、官報記録事項記載書面を送付する措置をとるものと

する。 30 
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（参考）官報記録事項記載書面を送付する措置の参考例 

 電子化されたフランス共和国官報（Journal officiel de la République française）は、

電磁的方法より発行されるものであるが、掲載事項について紙面での入手を求める旨の請求

があった場合には、行政は対象箇所を送付することとされている（公衆と行政の関係に関す

る法典 (Code des relations entre le public et l’administlation)の関連規定を内閣府

において仮訳）。 

 

⑶ 官報記録事項記載書面を交付する措置 
 
官報発行機関等は、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置くた

め、官報販売所を設置する義務を負うわけではなく、官報の販売等を行う上で、5 
その権限において必要に応じて書店等を官報販売所として指定し、官報の販売

等に関する業務を契約により委託している。例えば、官報販売所を設置する場

所や数についても定まっていない。 

一方、実態としては、全国の各都道府県に置かれる官報販売所は、その場所

に赴いた者に対して官報を入手する機会を提供している側面があることを踏ま10 
えると（注）、官報の発行をインターネットを利用した方法で行った場合におい

て、特にインターネットを利用することができない者に対し、官報の入手に関

する機会を提供する役割を担うことが想定される。 

このため、官報発行機関等は、現在と同様に、官報販売所を指定して、書面

（紙媒体）により官報に係る情報の提供を受けようとする者に対し、官報記録15 
事項記載書面を交付する措置をとることとしてはどうか。 

なお、当該措置は、官報の発行が行われた後に行うものとする。 

 

（注）なお、現在、官報販売所における官報の販売について、定期購読（配達）ではない部売

りについては、原則事前申込み（発行日の５営業日前まで）となっている。 20 
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第３ 電子官報の発行における法令の公布の時点の考え方 

  

 （官報の発行が行われた時とその後の措置） 

官報の発行が行われた時とは、官報に記録された情報がインターネットにより送

信可能化された時点をいうものであり、この時をもって、不特定多数の者がインタ5 
ーネットを利用して官報を閲覧し、又は入手し得る状態になるといえる。 

その後、一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置くための措置として、 

○ 閲覧場所における官報情報を閲覧用端末の映像面に表示する措置又は官報記録

事項記載書面の掲示等の措置、 

○ 希望者の求めに応じて、官報記録事項記載書面を送付し、又は官報販売所におい10 
て交付する措置、 

○ 国立国会図書館への現在の官報の納本に代わるべき措置 

をとることとするが、国民が官報を閲覧し、入手し得る最初の時点は、上述の官報

の発行が行われた時となる。 

 15 
 （法令の公布の時点の考え方） 

我が国においては、いわゆる同時施行制の考え方をとってきており、その上で、

現在、官報に掲載された法令の公布の時点としては、国民がいずれかの方法により

当該官報を閲覧し、又は入手し得る状態になった最初の時点であるとされている

（第１の３参照）。 20 
 

 （官報の発行をインターネットによる方法で行った場合の法令の公布の時点） 

上記の考え方の趣旨を踏まえ、官報の発行をインターネットによる方法で行った

場合には、国民が官報を閲覧し、又は入手し得る最初の時点である官報の発行が行

われた時（官報に記録された情報がインターネットにより送信可能化された時点）25 
において、当該官報に掲載された法令の公布が行われたものとみなしてはどうか。 

また、法令の公布が行われた時点を明確にする観点から、運用上の措置として、

通常は毎日同じ時刻（午前８時 30分）に自動的に送信可能化される仕組み（例：自

動でアップロードする操作につきタイマーを設定）を構築するとともに、事後にお

いても、官報発行機関等において、官報が実際に送信可能化された時刻（すなわち30 
官報の発行が行われた時）を記録し、必要に応じて当該時刻を公開することとして

はどうか。 

官報が発行された時刻については、これまで特に特別号外の場合に、必ずしも国

民にとって明確ではなかった実態もあり、今般の官報の電子化に伴って、これを明

示し、公開することは、国民生活における法的関係をより明確にすることに資する35 
と考えられる。 
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（補足）官報の発行が行われた時以外の時点において、当該官報に掲載された法令の公布が

行われたものとみなす考え方について 

 

本文では、官報の発行が行われた時（官報に記録された情報がインターネットにより送信

可能化された時点）において、当該法令の公布が行われたものとみなすことを提案している。 

他方、別の案として、理論的には、官報の発行に係る措置に加えて、閲覧場所において官

報情報を閲覧用端末の映像面に表示する措置又は官報記録事項記載書面の掲示等の措置を

とることを、官報に掲載された法令の公布に係る要件とすることも考え得るため、以下では、

参考事例を参照し、両案の比較検討を行う。 

 

（公示送達の改正について） 

参考事例として、令和４年法律第 48 号によって改正された民事訴訟法の公示送達（以下

単に「公示送達」という。）では、次の２つの措置の両方をとることとしている。 

①  最高裁判所規則で定める方法（具体的には、ホームページへの掲載を想定）により

必要な事項を公示する。 

②  必要な事項を裁判所の掲示場に掲示し、又は裁判所に設置した端末で閲覧すること

ができるようにする。 

（出典：令和４年３月デジタル臨時行政調査会作業部会（第５回）法務省民事局資料） 

上記の改正に当たっては、当事者の利便を向上するとともに、公示送達を実質化する観点

から、インターネットの利用を検討した一方で、インターネットを利用することができない

者に配慮する観点から、これまでどおり、裁判所に赴けば確認することができる環境は必要

とされた（参照：前記法務省民事局資料）。 

公示送達は、法律上、上記①及び②の措置の両方を開始した日から２週間を経過すること

によって、その効力を生ずる。このため、仮に、①の措置の翌日に②の措置がとられたとし

ても、２週間の期間の起算日は②の措置を開始した時となり、これによって、相手方（イン

ターネットを利用することができない者）に不利益が生ずることはない。 

 

（官報による法令の公布について、公示送達と同様の考え方をとらない理由） 

公示送達は、当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合等において、上

述のとおり相手方に周知するために十分な公示の期間を確保する観点から、両方の措置を開

始することを公示の起算点としていると考えられる。 

他方、法令の公布においては、公布の時点に広く国民の権利義務に関係する法令が一律に

適用されることになる場合を含め、公布の時点について、法的安定性（法の制定・改廃や、

法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をい

う。）や合理性を確保した擬制をする必要があると考えられる。 

現在の法令の公布においては、いわゆる同時施行制の考え方を前提として、国民が官報を

閲覧し、又は入手し得る状態になった最初の時点において、官報に掲載された法令の公布（公

布日施行の場合の施行）がなされたものと擬制する考え方がとられてきている。 

他方、官報の電子化に当たり、引き続きいわゆる同時施行制の考え方を前提とした上で、

現在のこの擬制の考え方を変更し、法令の公布において、仮に、公示送達の場合と同様に、

（ⅰ）インターネットを利用した措置と、（ⅱ）インターネットを利用できない者への配慮

のための措置をいずれも公布の要件として位置付けた場合、法的安定性に支障をきたすおそ

れがあると考えられる。具体的には、両方の措置を開始した時点にずれが生じ、例えば、イ

ンターネットを利用した措置の数時間後に、それ以外の措置がとられた場合を想定すると、
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（ⅰ）の措置がとられ、かつ、（ⅱ）の措置がとらえるまでの間に法令の内容を知った国民

が、その時点において、実際には（ⅱ）の措置がとられていないために法令が適用されてい

ないことを予見することは極めて困難であり、それによって不利益又は法的混乱が生ずるお

それがあると考えられる。さらに、インターネットを利用して法令の内容を知った国民が、

仮に、当該法令の適用される時点を他の方法によって確認する必要があることとした場合に

は、国民生活に大きな影響が生ずることが予想される。 

したがって、法令の公布に係る法的安定性を確保する観点及びインターネットが十分に普

及している実態に鑑みれば、電子化された官報の発行については、端的に、（ⅰ）の措置が

講じられた時点をもって、一般国民の知り得る状態に置かれたものと擬制し、当該官報に掲

載された法令の公布が行われたとすることが適当であると考えられる。なお、加えて（ⅱ）

の措置をとることについては、インターネットを利用することができない者への配慮の観点

から重要であり、（ⅰ）の措置と同時又は遅滞なく行うことを基本とすることが求められる

と考えられる。 
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第４ 代替措置等 

 

１ 通信障害等により官報の発行を行うことが困難な場合の代替措置について 
 

官報の電子化に当たっては、通信障害、官報発行機関等内部のシステム障害その他5 
電磁的記録の作成又は電磁的方法による情報の送信に支障をきたす特段の事情（以

下「通信障害等」という。）により、官報の発行を行うことが困難となる場合が想定

し得るが、この場合であっても、官報の発行に代わる措置（以下「代替措置」という。）

をとることにより、法令の公布等を安定的に行う必要があると考えられる。 

このような通信障害等が生じた場合の代替措置については、次のように、一般国民10 
が知り得る状態に置くために十分な周知性を確保することとし、また、個別の事案に

おいて代替措置をとる際には、代替措置の具体的な内容及び代替措置をとる期間を

内閣総理大臣が定め、国民に周知することとしてはどうか。 

 

⑴  通信障害等により官報の発行を行うことが困難な場合における代替措置の内15 
容等 
 

（代替措置の内容） 

例えば、大規模な通信障害により多数の国民がインターネットを利用するこ

とができなくなった場合、インターネット以外の方法により、電磁的記録に記20 
録された情報を公衆に伝達する適当な手段を確保することは困難であると考え

られるため、電磁的記録により作成される官報に代えて、官報掲載事項を記載

した書面により代替措置をとるものとする。 

代替措置の内容としては、現在の印刷物である官報の発行と同様に、官報掲

載事項を記載した書面を特定の場所の掲示場に掲示し、閲覧に供するとともに、25 
希望者の求めにおいて交付し、又は送付することとし、必要な事項は個別の事

案に際して内閣総理大臣が定めることが考えられる。 

官報掲載事項を記載した書面を掲示する場所については、予定される場所を

あらかじめ内閣総理大臣が定め、周知する。 

なお、代替措置を実施する際、官報掲載事項を記載した書面を掲示すること30 
に加え、同じ場所で当該事項を閲覧用端末の映像面に表示する措置までとるこ

とは不要であると考えられる。 
 

（代替措置により一般国民が知り得る状態に置かれたこととなる時点の考え方） 

現在の印刷物である官報の発行においては、当該官報を特定の場所（国立印35 
刷局本局）に掲示した時点をもって、一般国民が知り得る状態に置かれたこと

になると擬制されている。 

これと同様に、代替措置として、官報掲載事項を記載した書面を掲示するな

どの措置をとった場合においては、当該書面を掲示した最初の時点をもって、

一般国民が知り得る状態に置かれたことになるとみなすことが適当であると考40 
えられる。 
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（参考）EU官報における代替措置の制度及び代替措置の実績 
 

○ EU官報の電子的刊行に関する EU理事会規則（COUNCIL REGULATION (EU) No 216/2013 

of 7 March 2013 on the electronic publication of the Official Journal of the 

European Union）第３条では、EU 出版局の情報システムの予期せぬ例外的な断絶

（unforeseen and exceptional disruption of the Publications Office's IT systems）

により EU 出版局の情報システムが機能していないときに、EU 官報を発行する必要がある

場合、EU官報の印刷版のみが真正であり法的効力を有するもの（only the printed edition 

of the Official Journal shall be authentic and shall produce legal effects）とさ

れている。 

 この場合、EU出版局の情報システムが復旧した後、Web サイトにおいて、情報提供のみ

を目的として電子版が一般に公開されるとともに、印刷版が真正かつ法的効果を有する旨

の情報を提供するもの（the EUR-Lex website shall provide information on all printed 

editions that are authentic and that produce legal effects）とされている。 

【出典：電子的刊行に関する EU理事会規則第３条の規定を内閣府において仮訳】 
 

○ EU 官報が電子化された 2013年７月 1 日以降、印刷版のみが真正かつ法的効力を有する

とされた実績（システムの断絶）が３回あり（2013 年 12 月 20 日、2014 年 7 月 25 日、

2019 年 10 月 14 日）、EU 出版局の HP（下記 URL）において、これらの日付とともに、同

日付けのものは印刷版のみが真正かつ法的効力を有することが明記されている。 

【出典：https://eur-lex.europa.eu/oj/all/auth-direct-access.html】 

 

⑵  代替措置を定める手続について 
 

（内閣総理大臣が定める事項について） 

内閣総理大臣は、通信障害等により官報の発行を行うことが困難となった場5 
合、官報掲載事項が記載された書面により代替措置をとることを定めることが

できるものとする。 

内閣総理大臣は、代替措置をとることを定めるときは、具体的な代替措置の

内容（官報掲載事項を記載した書面を掲示する場所等）及び官報の発行に代え

て代替措置をとる期間を定めるものとする。 10 
当該期間に作成された官報掲載事項を記載した書面を官報とする。 

 

（参考）主務大臣が緊急に法律の規定の特例を定める手続を規定している先例 

○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法律第 112号） 

（埋葬及び火葬の特例） 

第百二十二条 厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害の発生により埋葬又は火葬を円滑に

行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必

要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、

墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）第五条及び第十四条に規定す

る手続の特例を定めることができる。 

 

（内閣総理大臣が定めた内容を公にすることについて） 

内閣総理大臣は、代替措置をとることを定めるときは、具体的な代替措置の15 
内容及び代替措置をとる期間を明示した上で、適切な方法により公にするもの

とする。当該代替措置又は当該期間に変更が生じる場合も、同様とする。 

公にする具体的な方法としては、通常、閲覧用端末を設置している場所の掲

https://eur-lex.europa.eu/oj/all/auth-direct-access.html
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示場への掲示のほか、記者会見、記者貼り出し等が想定される。 

また、代替措置をとることを定めた内閣総理大臣決定は、当該代替措置によ

って最初に発行される官報掲載事項を記載した書面（すなわち官報）に掲載す

るものとする。 

 5 
⑶  インターネットを利用した方法により官報の発行が可能となった後の措置に

ついて 
 

内閣総理大臣は、インターネットを利用した方法により官報の発行を行うこ

とができるようになったときは、直ちに、それまで代替措置によって発行され10 
ていた官報に係る官報掲載事項を記録した電磁的記録を作成し、インターネッ

トを利用した方法により送信可能な状態に置くものとする。 

 

（参考）EU官報について印刷版による代替措置がとられた後、EU出版局の情報システム

が復旧したときの対応 

EU官報について印刷版による代替措置がとられた後、EU出版局の情報システムが復旧

したときは、Web サイトにおいて、情報提供を目的として電子版が一般に公開されるとと

もに、当該 Web サイトにおいて、電子版は情報提供を目的とするものであり、印刷版の

みが法的拘束力を有すること（The electronic version is published for information 

purposes. Only the paper edition is legally binding.）が明示される。 
 

【参考：EU官報について代替措置がとられた後に、Webサイトに公開している例 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC】 

 

  15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
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２ その他特別の事情により官報の発行又は代替措置を行うことが困難な場合の緊

急措置について 

 

現在、災害等により官報を発行することが困難となった場合について、内閣府

又は国立印刷局の内部規律等において定めたものは存在しない（なお、国立印刷5 
局の業務継続計画として、印刷するための工場が使用することができなくなった

場合に、他の方法により印刷する手段は確保している。）。 

しかしながら、災害により官報発行機関等の施設が倒壊するなどして、官報の

発行又は前記１の代替措置のいずれも行うことが困難となる可能性は完全には排

除できない。 10 
こうした場合において、官報掲載事項を公にする緊急の必要があると認めると

きは、官報の発行に代わる緊急の措置（以下「緊急措置」という。）として、次の

ように、官報掲載事項を掲示板に掲示することとしてはどうか。 

 

⑴  緊急措置の内容等 15 
 

（緊急措置の内容） 

前記１の代替措置においては、官報掲載事項を記載した書面を特定の場所の

掲示場に掲示し、閲覧に供するだけでなく、希望者の求めにおいて交付し、又は

送付すること、すなわち頒布することとしていたが、災害その他特別の事情が生20 
じた場合には、頒布の対象となる複製物を作成（印刷等）することが困難になる

ことが想定される。 

このため、緊急措置では、官報掲載事項を記載した複製物を作成することな

く、特定の掲示場に官報掲載事項を掲示することで公にするものとする。 

なお、代替措置の場合と同様に、官報掲載事項を掲示する場所については、予25 
定される場所をあらかじめ内閣総理大臣が定め、周知する。 
 

※ 「掲示」とは、一定の事柄又は物を、一定の場所に来合わせる人々に周知させる目的で、

その場所に掲げることをいう（『法令用語辞典』）。官報掲載事項の掲示の際には、具

体的には、当該事項を記載した有体物（必ずしも紙に限らない。）を掲示することを想30 
定している。 

 

（緊急措置により一般国民が知り得る状態に置かれたこととなる時点の考え方） 

現在の印刷物である官報の発行においては、当該官報を特定の場所（国立印

刷局本局）に掲示した時点をもって、一般国民が知り得る状態に置かれたことに35 
なると擬制されている。 

これと同様に、緊急措置により官報掲載事項を掲示した時点をもって、一般

国民が知り得る状態に置かれたことになるとみなすことが適当であると考えら

れる。 

 40 
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（参考）大正 12 年の関東大震災に際して、官報を一般に交付又は送付することなく、掲示

等をもって緊急に公布した実績 

大正 12 年９月１日に発生した関東大震災により、当時の印刷当局は大手町の庁舎及び工

場が倒壊、損壊するなどの被害を受け、火災によって機械等の諸設備はほとんど焼失したが、

当時の総理大臣官邸内にあった謄写版とタイプライターを活用することができた。 

政府は、震災翌日２日朝の閣議で臨時震災救護事務局の設置、戒厳令の適用、非常徴発令

の発令を決定したところ、これらの勅令について緊急に公布する必要があったため、同日（９

月２日）付けで手書きの謄写版による官報号外が数十部刊行され、中央各省を始め必要な箇

所に配布された。翌日３日には、前日発行の謄写版刷り官報号外を活版印刷に付し、追加刊

行するとともに、要所十数か所に官報掲示所を設けて国民に周知された。 

その後、９月下旬から官報の印刷部数を増やし、地方や一般購読者への配布が再開された。 

【参考①：日本-関東大震災時の官報号外｜リサーチ・ナビ｜国立国会図書館 HP 

(https://rnavi.ndl.go.jp/jp/guides/post_526.html)】 

【参考②：『官報百年のあゆみ』大蔵省印刷局 編】 

 

⑵  緊急措置を定める手続について 

    緊急措置を定める手続は、基本的に、代替措置を定める手続と同様とするこ

とが考えられる。ただし、緊急措置は、代替措置と比べて、官報掲載事項を記載

した複製物の頒布が行われないという点において、周知性等が低いと考えられ5 
るため、緊急の場合に限り、緊急措置をとることを定めることとする。 

また、緊急措置をとることを定めた内閣総理大臣決定は、当該緊急措置によ

って最初に官報掲載事項を掲示する際に、これと併せて掲示するものとする。 

 

⑶  インターネットを使用した方法により官報の発行が可能となった後の措置に10 
ついて 

    内閣総理大臣は、緊急措置をとった後、インターネットを利用した方法によ

り官報の発行を行うことができるようになったときは、代替措置のとき（前記

１の⑶）に準じた対応をとるものとする。 

  15 
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第５ サイバーセキュリティ対策及び不測の事態が生じた場合の考え方 

 

１ サイバーセキュリティ対策 

 

サイバーセキュリティとは、一般的には、情報の機密性、完全性及び可用性を5 
確保することと定義されている。 

機密性とは、ある情報へのアクセスを認められた者だけが、その情報にアクセ

スできる状態を確保することをいう。完全性とは、情報が破壊、改ざん又は消去さ

れていない状態を確保することをいう。可用性とは、情報へのアクセスを認めら

れた者が、必要時に中断することなく、情報にアクセスできる状態を確保するこ10 
とをいう。 

官報発行機関又は官報発行機関から委託を受けた機関のいずれかにかかわらず、

官報の発行に関する業務を行う機関は、これらの機密性、完全性及び可用性を保

証できる機関とすることとしてはどうか。加えて、当該機関は、システム障害等の

リスクに備えた冗長性を確保することしてはどうか。 15 
また、先端技術は日進月歩であり、現在最先端といえる技術も数年後には、通

常の技術になっていることが考えられるが、法律上、活用する技術を特定の技術

のみに限定し、他の技術を排除することは、先端技術の活用にとって支障となる

ことが想定される。このため、サイバーセキュリティを確保するための具体的な

技術については、柔軟かつ機動的に先端技術を活用できるように、法律上、技術中20 
立化（特定の技術を法律上規定するのではなく、他の技術によって代替が可能で

ある旨を明確化）することしてはどうか。 

 
２ 不正アクセス等により官報の改変が行われた場合の考え方 

 25 
サイバーセキュリティ対策を講じた上でも、例えば、官報発行機関等のサーバ

ーに不正アクセスが行われること等によって、官報に記録された情報が改変され

たものが、官報の発行に係る Web サイトを通じて国民に送信されることは想定さ

れ得る。 

こうした事態が生じた場合には、次のように対応することとしてはどうか。 30 
 

⑴  あらかじめとり得る措置として、官報に記録された情報について改変が行わ

れていないことを確認することができる措置をとることにより、仮に改変が行

われた場合にその旨が明示されるようにする。 

このための技術として、現在においては、国による認定制度に基づく運用が35 
なされている電子署名及びタイムスタンプを活用することとし、将来において

は、その時点において適宜見直し、最適な技術を採用することとする。 

その上で、官報発行機関等は、官報に記録された情報について、改変が行わ

れた場合にその旨が明示されること等を、あらかじめ国民に周知する。 

 40 
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⑵  不正アクセス等により官報の改変が行われた場合、官報発行機関等は、改変

が行われた官報を Web サイト上から直ちに削除し、既に送信された当該官報が

改変された事実等について周知するとともに、当該官報に記録された情報につ

いて新たに真正性を確保するための措置（電子署名及びタイムスタンプ）を講

じたものを記録した官報を Webサイトに掲載する。 5 
また、不正アクセス等により、原本ファイルに記録された情報の送信が困難

となったときは、前記第４の１の代替措置を講ずる。 
 

（参考）電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12年法律第 102号） 

（目的） 

第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に

関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確

保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の

向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録することができる

情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので

あること。 

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもので

あること。 

２ この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用す

る者（以下「利用者」という。）その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行

ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものである

ことを証明する業務をいう。 

３ この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だ

けが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行わ

れる認証業務をいう。 
 

（参考）時刻認証業務の認定に関する規程を定める件（令和３年総務省告示第 146号） 

（目的） 

第一条 この規程は、確実かつ安定的にタイムスタンプを発行する時刻認証業務を総務

大臣が認定して奨励することにより、情報の信頼性を担保しながらその電磁的流通を

振興することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この規程において「タイムスタンプ」とは、電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録された情報

（以下「電子データ」という。）に付与される時刻情報等の総体であって、次の要件の

いずれにも該当するものをいう。  

一 当該電子データがある時刻に存在していたことを示すためのものであること。 

二 当該電子データについて改変が行われていないかどうか確認することができるも

のであること。 

２ この規程において「時刻認証業務」とは、電子データに係る情報にタイムスタンプを

付与する役務を提供する業務をいう。 
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３ その他の不測の事態が生じた場合に関する考え方 
 

官報発行機関等は、サイバーセキュリティ対策に限らず、自然災害等の幅広い

リスクを想定した対策（運用やガバナンス、想定外の事態が生じた場合の指揮命

令体制を含む。）をあらかじめ定めるとともに、当該対策の内容について、定期的5 
に専門家の助言を踏まえ、必要な見直しを行う。 

 


